
令和８年度 長期高度人材育成コース 訓練番号：５－０８－３９－２０７－１４－００４８

実施主体：高知県（ 問い合わせ先：高知県立高知高等技術学校 ＴＥＬ ０８８－８４７－６６０７ ）

対 象 者

※次のすべての条件を満たす方

①求職者及び離職者で、公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示が受けられる方

②概ね５５歳未満の方

ただし、５５歳以上の方であっても、有期労働契約による非正規雇用労働など、不安定就労の期間が

長い方や、安定した就労の経験が少ないことにより、能力開発機会が乏しかった方、又は出産・育児

等により長期間離職していた方などは応募が可能です。

③国家資格等、高い知識及び技能を習得し、正社員就職を希望する方

④当該訓練コースを修了し、対象資格等を取得する明確な意思を有する方

⑤ハローワークにおける職業相談において、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを

受け、職業経験の棚卸し及び職業生活設計等の結果、当該訓練の受講が必要と認められる方

⑥過去に当該訓練コース及び１年以上の公共職業訓練（委託訓練）を受講したことのない方

⑦高等学校・高等専修学校を卒業した方（以下の※は対象外）、高等学校卒業程度認定試験に合格した方

※新規学卒者（R8.3 月卒）及び学卒未就職者（R7.3 月卒）で、受講申込時点で学校卒業１年以上

経過していない方は対象外となります。なお、「学卒未就職者」とは、学校卒業後に１度も雇用保険

被保険者の要件に該当する就業を経験したことのない方をいいます。

訓 練 期 間
（ １ 年 ）

令和８年４月７日（火） ～ 令和９年３月５日（金）
月曜日 ～ 金曜日 ９：０５ ～ １７：１０

試験対策補講を土曜日及び祝日、または上記時間以降行う事があります。

募 集 人 数 ３名

費 用 受験料及び受講料無料 ※下記のテキスト代等は自己負担となります。

訓 練 実 施 校
龍馬情報ビジネス＆フード専門学校

〒780-0056 高知市北本町１丁目１２番６号（ TEL：０８８－８２５－００７７）

募 集 期 間 令和８年１月２６日（月）～ 令和８年２月１０日（火）

申 し 込 み

①公共職業訓練受講申込書（写真貼付：正面上半身脱帽・３ヶ月以内撮影・縦４cm×横３cm ）

→公共職業安定所窓口にて申込み、提出

②訓練実施校へ提出する、入学願書その他添付書類は「学校法人龍馬学園 ２０２６募集要項」

１０ページをご確認ください。

説 明 会

【 要 予 約 】

＊オープンキャンパス 令和８年１月１７日（土）（受付９：３０～）１０：００開始

場所：龍馬情報ビジネス＆フード専門学校 高知市北本町１丁目１２番６号 ※詳細は HP参照
＊個別相談は、平日（月～金）9：00～17：00 で随時行っています。

出願される前に、オープンキャンパスまたは、個別相談に一度はご参加ください。

入 校 試 験

令和８年２月２１日（土） （ ９：３０ 集合 ） ９：４５ 開始
場所：龍馬情報ビジネス＆フード専門学校 高知市北本町１丁目１２番６号

＊書類審査・面接 ＊筆記用具を持参してください。＊面接を行いますので、面接に適した服装でおいで

ください。駐車場は使用できませんので、公共交通機関をご利用ください。

合 否 発 送 日 入校試験日後１０日以内に、本人自宅あてに郵送します。電話問合せには答えられません。

※テキスト代等

（１年間の自己負担額）

合計２１１，０００円

受講料は無料です。但し、テキスト代等の一部（９０，０００円）を合格通知書の記載期日までにお支

払いください。また、受験必須検定料、行事費、写真代、氏名ゴム印、学生証、ネックストラップ、学

生の手引き、健康診断、校友会費、就職ハンドブック、学生災害傷害保険、学園祭費、補助教材、フォ

ローカード、再試験カードについては、５月３１日までにお支払いください。

納入金額については、４月に確定してお知らせします。

訓 練 目 標 １年次：調理の基本となる技術と知識を学習する。

仕 上 が り 像 高い技術と創作性のある料理人としてはもちろん、フードビジネス業界の第一線で活躍できるプロを育成。

そ の 他

自転車用駐輪場はありますが、バイク用駐輪場は許可制です。学生用駐車場はありません。

入校後は、訓練実施校の規則等を守ってください。

＊この訓練は、令和８年度高知県当初予算が議決されなかった場合は中止します。



訓 練 科 名 調理師学科

就 職 先

調理師、シェフ、日本料理人、
学校給食調理員、ホテル・
レストランスタッフ、
病院調理師施設名（市町村）龍馬情報ビジネス＆フード専門学校（高知市）

必

修

科

目

科 目 訓 練 の 内 容 時 間

行 事 入学式、卒業式、学園祭、校外研修、就職研修、球技大会

調理実習（日本料理）

季節の会席料理を通じて専門的な会席料理の調理と仕込み、仕上げに分け、より
実践的な調理技術を習得する。また、野菜の取り扱いや代表的な調理法を習得す
ると共に、寿司、鰻などより高度な専門職の調理技術を学び、季節感とバランス
のとれた盛りつけ技法を習得する。

120

調理理論
調理の原理について栄養面、安全面、嗜好面等から、科学的に理解するとともに、
調理に使う食材の特徴、調理の基本操作、調理の目的や規模に応じた調理器具、
設備等に関する知識を習得する。

130

総合調理実習

集団調理の実習を通して調理の基本技術、大量調理、献立の栄養計算、原価計算
などの総合的な知識を習得させ、研究心、責任感、協調性を養うことを目的とす
る。予定献立による実習準備、調理実習、実習の反省とまとめをグループごとに
交代で行う。

90

食品学と栄養学
食品の成分や特徴、食品の加工や貯蔵の方法、生産や流通の仕組みとともに、エ
ネルギーや栄養素の体内での働きに関する知識を習得する。また食品、栄養と健
康との関わりを理解し、健康の保持・増進を担う調理師としての自覚を養う。

150

食品衛生学
食品の安全性を認識し、飲食による危害の原因とその予防法に関する知識や技術
を習得するとともに、食品衛生に関する法規及び対策の目的や内容を理解し、食
品衛生の管理を担う調理師としての自覚を養う。

150

食文化概論
食文化の成り立ち、日本と世界の食文化及びその料理の特性を理解し、食文化の
継承を担う調理師としての自覚を養う。

50

ビジネス実務Ⅰ
挨拶、入退室、接客の基本用語、学校への電話連絡、敬語、面接用入退室につい
て自然に感じよく実践できるよう、ロールプレイングを中心に行う。

30

公衆衛生学

健康の保持・増進に寄与する食生活の重要性を認識し、我が国の健康の現状とと
もに、調理師法、健康増進法及び食育基本法などの健康づくりや食生活の向上に
関する法規や関連する対策及び活動について理解することを通して、調理師が果
たすべき役割を理解する。

90

調理実習（西洋料理）
西洋料理（フランス・イタリア）に使用される特殊食材を使い、食材別に下処理
から調理法までを習得する。また、フランス料理の技法を学び西洋料理分野にお
ける幅広い知識も身につくよう学習する。

120

サービス論Ⅰ
食材、飲料等の基礎知識、料理の調理法や使用される食材を理解し、料理の幅を
広げる。飲料の種類や特徴を理解し、料理に合った飲料を勧める。また、食器や
カトラリーの種類や提供の仕方、使用方法などを理解する。

20

調理実習（中国料理）

中国料理の基本的な切り方の種類と包丁の扱いをはじめ、肉、魚介類、各種野菜
の下処理法を学び、代表的な調理法を通じて調味及び、調味料、香辛料の取り扱
いを習得すると共に、調理器具の扱いと加熱調理法を習得する。また、代表的な
点心を通じて、あんの作り方、包餡の技法を習得する。

60

総 合 計 時 間 1,010

就 職 支 援 内 容
就職支援室専任職員が常駐指導。学園本部就職担当部署から情報提供。

就職研修実施他。

目 標 と す る 各 種

資 格 検 定 等

必修：技術考査（検定料 ２，７００円）、調理師免許（卒業時に無試験で取得）

目標：各種コンテスト入賞、食育インストラクター認定試験

Xðお知らせ

Ø雇用保険受給資格者以外の方で、一定の要件を満たす方に「職業訓練受講給付金」が支給される制度があります。
Ø給付金の支給を受けるためには、訓練受講中にハローワークの就職支援を受ける必要があり、ハローワークへの来所日が指
定されています。（注：来所を拒否した場合は、給付金が不支給となります。）

Ø指定来所日は、１ヶ月毎に１回あり、本コースの指定来所日は、該当者に別途お知らせします。


